
 第 5 回 北広島市教育施策審議会 

日 時 平成 25 年 9 月 25 日 （水）  １８：３０～20：００ 

場 所 北広島市役所 本庁舎 2 階 会議室 

内  容 

教育施策審議会次第 

１  開会 

２  会長挨拶 

３  議事 

  教育推進計画（平成 25～27 年度）答申案について 

① Ⅰ教育推進計画について、Ⅱ政策及び施策について 

② Ⅲ８つの政策と２３の施策を進める個別事業について 

③ Ⅳ施策の方向性について 

４ 答申 （教育施策審議会から教育委員会へ） 

５ その他 

６  閉会 

      

■  概 要 

【議事】 

教育推進計画（平成 25～27 年度）答申案について（教育施策推進課長） 

本年度の推進計画の答申原案の考え方は、昨年 11 月の市の推進計画の内示内

容に、７月 31 日の審議会で報告しました、追加要望事業分の査定内容を加味し

た内容となっています。 

①Ⅰ教育推進計画について、Ⅱ政策及び施策について 

Ⅰ教育推進計画については、「１．教育推進計画の目的と位置づけ」「２．

施策の体系」「３．計画の期間」の掲載内容を説明しました。 

Ⅱ政策及び施策については、「１.先人たちが伝える精神と教育基本計画に

定めた視点の反映」「２.計画の進行管理（点検と評価及び見直し）」の掲載

内容を説明しました。 

＝委員から出された意見等＝ 

特になし 

②Ⅲ８つの政策と２３の施策を進める個別事業について 

教育推進計画（原案）に掲載した個別事業について、第３回の審議会で説

明した追加事業の査定結果について説明しました。前年度実績については、

今回に限り決算状況を掲載しています。 

＝委員から出された意見等＝ 

○学校施設非構造部材耐震化事業の目視点検の内容は・・・次年度以降の耐

震化工事の準備として職員が図面をもとに現場確認を実施します。（教育

総務課長） 



○学校支援地域本部事業の授業補助員の時間数が増えていますが、地域に人

材がいない場合の対応は・・・近隣市町村に人材を求めることも想定して

おり、交通費も事業費の中で積算しています。（社会教育課長） 

○文化施設修繕事業の電波障害施設撤去とは・・・芸術文化ホール建設時に

難視聴地域に設置した受信施設で地上デジタル放送の開始により不要に

なった施設を撤去するものです。 

③Ⅳ施策の方向性について 

より見やすく解りやすくするため、昨年度までの様式を変更し、３人の先

人が伝える３の精神と５つの視点に対する評価をクロス表上に表し、これら

を基に、施策としての評価と、施策としての今後の方向性について、記述し

ています。また最後に、本推進計画の計画期間内における新規事業、拡大事

業等を参考として掲載しました。 

＝委員から出された意見等＝ 

○評価を示す表を解りやすくする方法を検討してください。 

○今後の方向性について内容によっては課題を明文化する必要があると思

います。 

○ファミリー体育館の改修は他の利用も考慮して行ってほしい。・・・改修

はスポーツ施設として行うものなので、ステージの設置は難しい。他の利

用を考慮しての移動式ステージなどを検討していきます。 

○スポーツ施設と他の施設とは利用目的が違うので、それぞれが利用しやす

い管理運営を行う必要があると思います。同一の指定管理者が管理運営し

ていますが、今後は、スポーツ施設と他の施設の管理運営を違う管理者が

行うことも考える必要があると思います。 

○エコミュージアムの拠点施設について、他の町の類似施設を見ると来館者

が少なく設置目標が不明確になっているものが見受けられるので、市民の

協力を得ながら活気のある施設を目指していただきたい。 

○施策の評価を行い、それを意識して事業を進めると内容も充実したものに

なっていくと思います。 

○実施している内容は、広報をはじめいろいろなものを活用して PR してい

く必要があると思います。 

 

【答申】 

平成２４年８月２９日の会議において、教育委員会から教育推進計画（平成

25～27 年度）策定についての諮問を受け、これまで審議してきました。 

当審議会として、個別事業等の内容を踏まえて、本日の計画原案を教育委員

会へ答申したいと思います。 （全員賛同） 

 

教育施策審議会会長から教育委員長へ答申されました。 

 



（教育長から） 

今回の答申は、教育委員会会議の審議を経て教育推進計画として決定されま

すが、教育基本計画に立ち返りながら、教育推進計画に基づき教育行政を進め

てまいります。平成 26 年度の教育推進計画につきましても、来年の３月を目

途にご審議をいただいていますが、年度末までの長期間になりますが、よろし

くご審議をお願いしたいと思います。 

 

【その他】 

  事務局から 

答申されました計画原案を精査し、計画案として 10 月中旬開催予定の教育

委員会会議に提案し、議決されると正式に推進計画がスタートします。 

最終調整した推進計画は、後日、委員の皆さんへ送付させていただきます。 

次回開催日程は 11 月下旬から 12 月上旬頃とし、教育推進計画（平成 26

～28 年度）の意見をいただく内容で開催を予定しています。 

日程などを含め、詳細は改めて調整させていただきます。 

審議委員の皆さんの任期が、来月１０月末となっています。 

審議会設置条例第３条第４項の規定に基づき、現委員の皆さんに引き続きお

願いしたいと考えています。ご了解いただければ、10 月中に再任の手続きを

進めたいと考えていますので、改めて宜しくお願い致します。 

 

出席者 

審議会： 板垣会長、由水委員、野原委員、安部委員、 

寺林委員、久保田委員、 

事務局： 教育委員会 

教育長 

教育部長 

教育部 

教育総務課 

学校教育課 

青少年課 

社会教育課 

文化課 

学校給食センター 

教育施策推進課 

〃 

 

 

 

次長 

課長 

課長 

課長 

課長 

課長 

ｾﾝﾀｰ長 

課長 

主査 

 

吉田 孝志 

八町 史郎 

山﨑 克彦 

櫻井 芳信 

安田 寿文 

池田 憲孝 

棚田 吉浩 

新谷 良文 

櫻井 洋史 

福田 政美 

田中 秀明 

傍聴人 １ 人 

 


